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ら、平成 29 年度においても引き続き①～④の取組を実施することで、公正性・透明性を確保しつつ合

理的な調達を目指す。 

① 単価契約の対象品目の見直しを行い、調達手続きの簡素化と納期の短縮等を図る。【調達手続きの

簡素化と納期の短縮】 

② 物品・役務について共同調達又は一括調達の取組を推進する。【調達手続きに要する事務量の節減】 

③ 複数年にわたる調達が経済的又は効率的と判断されるものについては、複数年契約を行うことに

より、調達金額の節減及び調達事務の効率化を図る。【調達手続きに要する事務量の節減】 

④ 契約事務取扱要領において明確にした随意契約によることができる具体的事由について、その内

容の徹底を図る。【契約事務取扱要領「随意契約の基準」の適用件数】 

 

（２）一者応札・応募の改善 

一者応札・応募となっている調達について、新規委託研究事業の受託の増加に伴い平成 27 年度と比

較して平成 28 年度は件数は減少しているが、金額は増加している。このため、平成 29 年度において

は、前年度からの①～③の取組に加えて④を行うことにより、更なる適正な調達を目指す。 

 ① 入札審査委員会による事前審査の実施【審査件数】 

 ② 調達見通しを作成しホームページで公表【公表件数】 

 ③ 入札説明書受領者へのアンケートの実施【アンケート実施件数】 

 ④ ホームページから仕様書のダウンロードを可能とする仕組みの導入【仕様書のアップロード件数】 

 

３．調達に関するガバナンスの徹底（【 】は評価指標） 

 当機構が平成 26 年 12 月に公表した「国立研究開発法人森林総合研究所における不適正経理処理事

案に係る調査報告書」における再発防止策については、（１）、（２）及び（３）を含めて引き続きこれ

を継続する。 

 また、調達ガバナンスの徹底を図るため（４）の措置についても併せて行う。 

 

（１）検収の徹底  

 不適正経理処理の発生を未然に防止するため、新たな検査体制の徹底を図り、契約業者から納品

される調達対象物品等は、すべて検収担当部署のスタッフが検収を行い、検査調書（または検査関

係書類）を作成することとする。  

【監査室による点検実績等】 

 

（２）研究費執行マニュアルの改定等 

 預け金、契約権限のない研究員による発注といった研究費の不正使用の防止及び適切な執行を行

うために、調達手続の枠組みやこれまでの不適正経理処理事案等をまとめた研究費執行マニュアル

を必要に応じて改定するとともに、調達担当職員のみならず研究員に対しても研修を実施すること

とする。 

【研究費執行マニュアルの改定及び研修の実施等】 
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（３）コンプライアンス・ハンドブックの改定 

  研究費の不正使用の防止及び、公平性･透明性の高い調達のため、コンプライアンス・ハンドブッ

クを改定するとともに周知徹底を図る。 

 【コンプライアンス・ハンドブックの改定】 

 

（４）随意契約審査委員会による点検   

 少額随意契約以外に新たに随意契約を締結することとなる案件については、事前に法人内に設置

された随意契約審査委員会において、契約事務取扱規程における「随意契約によることができる事

由」との整合性や、より競争性のある調達手続の実施の可否の観点から審査を受けることとする。  

【随意契約審査委員会による事前点検実績等】 

 

４．自己評価の実施 

調達等合理化計画の自己評価については、各事業年度に係る業務の実績等に関する評価の一環とし

て、年度終了後に実施し、自己評価結果を主務大臣に報告し、主務大臣の評価を受ける。主務大臣に

よる評価結果を踏まえ、その後の調達等合理化計画の改定・策定等に反映させるものとする。 

 

５．推進体制 

（１）推進体制 

本計画に定める各事項を着実に実施するため、理事（企画・総務・森林保険担当）を総括責任者

とする調達等合理化検討会により調達等合理化に取り組むものとする。 

     総括責任者  理事（企画・総務・森林保険担当） 

     副総括責任者  総括審議役（研究・育種） 

     委    員  総括審議役（森林保険）、審議役（研究・育種）、審議役（総合調整）、 

             企画部長、総務部長、調達適正課長、管財課長、財務課長、保険経理課長 

 

（２）契約監視委員会の活用 

監事及び外部有識者によって構成する契約監視委員会は、当計画の策定及び自己評価の際の点検

を行うとともに、これに関連して、理事長が定める基準（新規の随意契約、２か年度連続の一者応

札・応募案件など）に該当する個々の契約案件の事後点検を行い、その審議概要を公表する。 

 

６．その他 

調達等合理化計画及び自己評価結果等については、国立研究開発法人森林研究・整備機構のホーム

ページにて公表するものとする。 

なお、計画の進捗状況を踏まえ、新たな取組の追加等があった場合には、調達等合理化計画の改定

を行うものとする。 


